
件　名

履行場所

履行期間

提出書類

支払条件

最低制限
価格制度

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

しない

プラスチック製容器包装市町村負担分再商品化委託

横浜市鶴見区末広町二丁目１番８　横浜市保管施設
(Ｊ＆Ｔ環境株式会社　横浜プラスチックリサイクル工場)及び受託者施設

該当　　・　　非該当

所在地区分

　309：資源化委託　又は　330：廃棄物処理
　運搬を担当する構成員は、上記の種目の他、「310：貨物運送」も可とする。

営業種目

前金払

 （1）単独企業
　　　①公募型指名競争入札参加意向申出書
      ②委託業務経歴書
　    　・プラスチック製容器包装再商品化委託に係る受託実績を示す契約書の写し、電子入札・再商品化実施契約
　　　　委任状の写し等を添付
　　　③車両調達計画書(車検証の写しを添付。予定の場合は、引受証明書等を添付。)
　　　④誓約書
　　　　・落札した場合、指定期日までに、仕様書で定める人員などを確保のうえ、必要書類を提出し適正に業務を
　　　　　履行することを誓約するもの
　　　　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第5項第４号イからルまでのいずれにも該当しないものであること
 （2）特定共同企業体
　　　①公募型指名競争入札参加意向申出書
　　　②共同企業体協定書兼委任状（入札参加用）
　　　③委託業務経歴書
　    　・再商品化を分担する構成員のプラスチック製容器包装再商品化委託に係る受託実績を示す契約書の写し、
　　　　電子入札・再商品化実施契約委任状の写し等を添付
　　　　・保管施設からの運搬を分担する構成員が公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が発注する「プラスチック
　　　　製容器包装分別基準適合物の再商品化」業務において、運搬事業者として参加実績を有することが確認できる書類。
　　　（契約書の写し、電子入札・再商品化実施契約委任状の写し等）
　　　④車両調達計画書(車検証の写しを添付。予定の場合は、引受証明書等を添付。)
　　　⑤誓約書
　　　　・落札した場合、指定期日までに、仕様書で定める人員などを確保のうえ、必要書類を提出し適正に業務を
　　　　　履行することを誓約するもの
　　　　・全ての構成員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第5項第４号イからルまでのいずれにも該当しない
　　　　　ものであること

  (1) 単独企業
    ①容器包装リサイクル法第七条第１項の規定に基づく、分別基準適合物の再商品化に関する計画にて、
　　プラスチック製容器包装の再商品化の具体的方策として規定されている「プラスチック原材料等(材料リ
　　サイクル)」、「油化」、「高炉還元剤化」、「コークス炉化学原料化」、「ガス化」、「固形燃料化」
　　の６つの再商品化手法のうち、「固形燃料化」以外の再商品化処理委託の受託実績を有する者。
　　②仕様書で定められた、車両等を保有、または用意することができること。
　　③廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第５項第４号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
　　　なお、本案件については上記の単体企業のほか、次の要件を満たす分担方式の特定共同企業体の参加を
　　認めるものとする。
  (2) 特定共同企業体
　　①構成員の組み合わせは、保管施設からの運搬を分担する構成員と、再商品化処理を行う構成員の組み
　　合わせであること。
　　②再商品化処理を行う構成員は、容器包装リサイクル法第七条第１項の規定に基づく、分別基準適合物の
　　再商品化に関する計画にて、プラスチック製容器包装の再商品化の具体的方策として規定されている
　　「プラスチック原材料等(材料リサイクル)」、「油化」、「高炉還元剤化」、「コークス炉化学原料化」、
　　「ガス化」、「固形燃料化」の６つの再商品化手法のうち、「固形燃料化」以外の再商品化処理委託の受
　　託実績を有する者。
　　③保管施設からの運搬を分担する構成員は、過去に公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が発注する
　　「プラスチック製容器包装分別基準適合物の再商品化」業務に関して、運搬事業者として参加実績を有す
　　ること。
　　④保管施設からの運搬を分担する構成員は、仕様書で定められた、車両等を保有、または用意することが
　　できること。
　　⑤全ての構成員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第５項第４号イからルまでのいずれにも該
　　当しないこと。

備　　考

・令和６年度横浜市各会計予算が令和６年３月31日までに横浜市議会において可決されることを停止条件とす
る案件です。
　

する（12回以内）部分払

　市内、準市内又は市外

その他
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札
参
加
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件


